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市営住宅の入居者のみで構成される自治会の 

令和６年度町自治会交付金の申請内容に関する調査結果について 
 

本市から自治会に交付した町自治会交付金に関し、令和６年７月の「複数の市営住

宅の自治会が交付金額の算出根拠となる戸数を実際より多く申告し、過剰に交付金を

受給している」との新聞報道を受け、事実確認を目的として令和６年度町自治会交付

金の申請内容について調査を行った結果は、下記のとおりです。 

 

記 

１ 町自治会交付金の概要 

町自治会交付金は、自治会活動を推進し、住民福祉の向上を図るため、町自治

会に交付する交付金で、町自治会の運営及び管理に関する事業や本市が発行する

広報誌等の配布に関する事業などを対象として、⑴及び⑵に掲げる事業の区分に

応じ、⑴及び⑵に掲げる額を限度とし、予算で定める範囲内において交付してい

ます。 

 ⑴ 町自治会活動事業 

   次のア及びイに掲げる額の合計額 

  ア 世帯割額 

    町自治会の加入世帯数（交付金の交付を受けようとする年度の４月１日（以

下「基準日」という。）現在における加入世帯数）に２３０円を乗じて得た額 

  イ 均等割額 

    １５，０００円 

 ⑵ 広報配布等協力事業 

   町自治会が配布する広報誌等の配布対象件数（基準日現在において配布の対象

となる世帯及び事業所の数）に１，０８０円を乗じて得た額 

２ 調査 

 ⑴ 調査対象 

 本市において市営住宅の入居者のみで構成される自治会は、朝汐住宅自治会、

南阿漕住宅自治会、白塚団地第３自治会、ぜにやま団地自治会、藤方団地自治会、

十五所団地自治会、桃里団地自治会及び青木団地自治会の８自治会です。 

 このうち、十五所団地自治会、桃里団地自治会及び青木団地自治会の３自治会

については、町自治会交付金交付申請書に記載された町自治会の加入世帯数及び

町自治会が配布する広報誌等の配布対象件数が住民基本台帳上の世帯数を下回

っていたことから調査対象から除くこととし、次の５自治会を調査対象としまし

た。 



 

自治会の名称 

（所在地） 

自治会を構成する市営住宅 

名称 
管理 

戸数 

入居 

戸数 

朝汐住宅自治会 

（下弁財町津興） 

朝汐１号館アパートから朝汐３

号館アパートまで 
７２戸 ４２戸 

南阿漕住宅自治会 

（阿漕町津興） 
南阿漕１号館及び南阿漕２号館 ７９戸 ５８戸 

白塚団地第３自治会 

（白塚町） 

白塚団地１号館から白塚団地５

号館まで 
１３０戸 ８６戸 

ぜにやま団地自治会 

（神戸） 

ぜにやま団地１号館からぜにや

ま団地１９号館まで 
４４８戸 ２２３戸 

藤方団地自治会 

（藤方） 

藤方団地１号館から藤方団地４

号館まで 
１０９戸 ７６戸 

   ※ 令和６年４月１日現在 

 ⑵ 調査方法 

 令和６年４月１日現在の町自治会の加入世帯数及び町自治会が配布する広報

誌等の配布対象件数を確認するため、調査対象とした５自治会の自治会長に聞き

取るとともに、自治会の加入状況が分かる資料を確認しました。また、一部の自

治会では職員による現地確認を行いました。 

３ 確認結果等 

 ⑴ ５自治会からの修正の申出 

 当初、町自治会交付金交付申請書に記載があった件数と今回の調査において確

認した件数に差があった５自治会から、町自治会交付金交付申請書の修正に係る

申出がありました。 

自治会の名称 

調査内容 入居 

戸数 

（再掲） 項 目 
交付申請書 

の記載件数 

修正申出 

件数 

朝汐住宅自治会 

町自治会の 

加入世帯数 
７２世帯  ４２世帯  

 ４２戸 
広報誌等の 

配布対象件数 
７２件  ４２件  



南阿漕住宅自治会 

町自治会の 

加入世帯数 
７９世帯  ６０世帯  

 ５８戸 
広報誌等の 

配布対象件数 
７９件  ６１件  

白塚団地第３自治会 

町自治会の 

加入世帯数 
１３０世帯  ８５世帯  

 ８６戸 
広報誌等の 

配布対象件数 
１３０件  ８５件  

ぜにやま団地自治会 

町自治会の 

加入世帯数 
４３０世帯  ２２７世帯  

２２３戸 
広報誌等の 

配布対象件数 
４３０件  ２２６件  

藤方団地自治会 

町自治会の 

加入世帯数 
１１２世帯  ７５世帯  

 ７６戸 
広報誌等の 

配布対象件数 
１１２件  ７５件  

 ⑵ 調査結果 

 市営住宅においては入・退居者が多く、客観的に入居状況を把握することが困

難などの理由から、自治会内における申し送りにより、町自治会の加入世帯数及

び広報誌等の配布対象件数を同数で申請するよう引き継がれていたことが判明

しました。 

 なお、自治会からの修正申出件数のうち、町自治会の加入世帯数と入居戸数の

差については、自治会に加入していない入居者がいること、一戸に二世帯が入居

しており、世帯ごとに自治会に加入している入居者がいることなどによるもので

す。 

 また、自治会からの修正申出件数のうち、町自治会の加入世帯数と広報誌等の

配布対象件数との差については、自治会未加入者に広報誌を配布していることに

よるものです。 

４ 今後の対応 

  ５自治会からの修正の申出に基づき、町自治会交付金の交付決定の一部取消及

び交付金（差額分）の返還の手続を進めます。 

自治会の名称 対象事業 返還金額（差額分） 

朝汐住宅自治会 

町自治会活動事業 ６，９００円 

広報配布等協力事業 ３２，４００円 

合 計 ３９，３００円 



南阿漕住宅自治会 

町自治会活動事業 ４，３７０円 

広報配布等協力事業 １９，４４０円 

合 計 ２３，８１０円 

白塚団地第３自治会 

町自治会活動事業 １０，３５０円 

広報配布等協力事業 ４８，６００円 

合 計 ５８，９５０円 

ぜにやま団地自治会 

町自治会活動事業 ４６，６９０円 

広報配布等協力事業 ２２０，３２０円 

合 計 ２６７，０１０円 

藤方団地自治会 

町自治会活動事業 ８，５１０円 

広報配布等協力事業 ３９，９６０円 

合 計 ４８，４７０円 

 


